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「木の恵みと生きる陀羅尼助の郷　天川村の豊かな未来」事業
キハダワークショップ

“製薬”のこと、見て、触れて、聴いて、楽しむ２日間！
in天川村

　キハダの樹皮からとれる黄檗（オウバク）は、今から１３００年ほど前、霊峰大峯山で『修験道』と
いう日本独自の宗教を開いた「役行者」が疫病が流行した際につくり、民を救ったとされる和漢「陀羅
尼助」の主原料です。日本の製薬の初めとも云われ、奈良県を代表する胃腸薬であり、今もなお人々の
健康を支えています。天川村は陀羅尼助の発祥の地であり、昔ながらの製法で陀羅尼助の製造がおこな
われています。
　今回、キハダの木に多くの方に触れて頂き、陀羅尼助の原料がどの様に採取されるか、また、新しい
利用方法などを考え、キハダをもっと身近に感じる事が出来るワークショップを６月２７日と２８日の
２日間にわたって開催されました。　初日はあいにくの雨の中の作業となりましたが、切り倒され、小
切った丸太の表皮を剥いてから薬の原料となる内皮を剥がす作業を行いました。

　伐採時期がちょっと早かったため、外皮を剥がすのにとても
苦労しました。収穫した内皮は乾燥させて陀羅尼助の原料と致

します。
　また、細かな内皮を使ってキハダ染めの体験も行いました。鍋で煮込んでいくと色が出て色合いの良
い優しい染物が仕上がりました。

　翌28日は陀羅尼助製薬の工場で銭谷社長から陀羅尼助の歴史
と製法の説明のあと実際にキハダの皮から薬エキスを抽出する

作業の見学となりました。熱気のこもる作業場でグツグツと煮詰められてたエキスは、ほんの少しの量
でも大変苦く、まさに「良薬口に苦し」を実感いたしました。

　その後、旅館街にあるオフィ
ス西友において、天川大好き　
生駒あさみ先生に通いたくなる
天川村の魅力についてご講演を

いただきました。
　まさに陀羅尼助の郷を体感する２日間のイベントとなりました。
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令和元年７月21日執行　参議院議員通常選挙の開票結果

選挙人名簿　参議院議員通常選挙における選挙時登録（令和元年７月３日）

　令和元年７月３日山村開発センター会議室において選挙管理委員会が開催され、選挙人
名簿の選挙時登録が行われました。
　今回の選挙時登録による選挙人名簿者数は次の表のとおりです。

男 女 合　計

 １.６.３ の選挙人名簿登録者数（村長選挙時登録） ５８８ ６７１ １,２５９

名簿抹消者数 ２ ３ ５

名簿登録者数 ５ ２ ７

 １.７.３ の選挙人名簿登録者数 ５９１ ６７０ １,２６１

選 挙 人 名 簿 の 登 録 に つ い て

　第25回参議院議員通常選挙の投票が７月21日に村内８ヵ所の投票所で行われ、午後８時
より山村開発センターにおいて即日開票されました。開票結果については下記のとおりです。

選挙区選出議員選挙
	 ◆	当日有権者数	 １，２５９	人	 ◆	候補者別得票数（届出順）
	 ◆	投　票　総　数	 ７９９	票	 　田　中　たかこ	 ５８	票
	 ◆	投　　票　　率	 ６３．４６％	 　堀　井　いわお	 ５４５	票
	 ◆	有　効　投　票	 ７６２票	 　西　田　一　美	 １５９	票
	 ◆	無　効　投　票	 ３７票

比例代表選出議員選挙
	 ◆	当日有権者数	 １，２５９	人	 ◆	参議院名簿届出政党等の得票数
	 ◆	投　票　総　数	 ７９９	票	 　日本共産党	 １８	票
	 ◆	投　　票　　率	 ６３．４６％	 　自由民主党	 ４６８	票
	 ◆	有　効　投　票	 ７６５票	 　オリーブの木	 １	票
	 ◆	無　効　投　票	 ３２票	 　社会民主党	 １５	票
	 ◆	いずれの政党等・名簿登載者にも属さない票	 ２票	 　公明党	 ８１	票
	 	 	 　国民民主党	 ３３	票
	 	 	 　日本維新の会	 ６２	票
	 	 	 　幸福実現党	 ２	票
	 	 	 　立憲民主党	 ５２	票
	 	 	 　労働の開放を目指す労働者党	 １	票
	 	 	 　NHKから国民を守る党	 ８	票
	 	 	 　安楽死制度を考える会	 ２	票
	 	 	 　れいわ新選組	 ２０	票
	 	 	 　※	按分票は整数値のみ記載しています
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奈良県・市町村土木職員採用共同試験の実施
　天川村と奈良県の土木技術職員の採用共同試験です。
【第１次筆記試験日】　　９月29日（日曜日）
【第１次筆記試験会場】　奈良県立畝傍高校（奈良会場）
　　　　　　　　　　　　明治学院大学（東京会場）
【試験科目】　　　　　　教養・土木専門試験
【対象】　　　　　　　　Ⅱ種：平成２年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人
　　　　　　　　　　　　試験案内は、下記HPからダウンロードまたは、天川村役場　総務課、
　　　　　　　　　　　　警察署、県人事委員会事務局、県庁人事課、県内各総合庁舎などで配布。
【お申込】　　　　　　　インターネットで、８月20日午前９時～９月９日正午まで。
【お問合せ先】　　　　　県人事委員会事務局　☎：0742-20-4430
　　　　　　　　　　　　(http://www.pref.nara.jp/42115.htm)
　　　　　　　　　　　　天川村役場　総務課　☎：63-0321
　　　　　　　　　　　　(http://www.vill.tenkawa.nara.jp/)

天川村推進委員会
　社会を明るくする運動の強調月間である７月を前に、令和元年６月26日、天川村山村開発センタ
ーにおいて、犯罪や非行のない幸福で明るい社会づくりを目的として天川村推進委員会を開催したと
ころ、村内外より多数の関係機関の方々に参加いただきました。
　委員会の中では、昨年度の活動実施結果の報告及び、啓発を中心とした今年の活動計画について協
議を行い、吉野警察署櫻井警部補より、最近の奈良県内及び奈良県警察署管内の犯罪情勢を踏まえた
講話をいただきました。

村内全域啓発パレード
　７月１日午後１時から、森本保護司、西村保護司、
櫻井警部補（川合駐在所）、水谷巡査長（洞川駐在
所）と役場事務局により啓発車とパトカーで村内全域
をパレードし、犯罪や非行の防止に対する理解と協力
について地域の方々に呼びかけを行いました。

　７月の強調月間が終わった後も引き続き犯罪のない
明るい社会づくりにご協力よろしくお願いします。

第69回社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
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　梅雨の時期も終わりを迎え、夏らしい気候になってきました。同時に低気圧が発達し、いわ
ゆる台風の卵ができやすい時期でもあります。毎年全国各地で大雨による土砂災害が発生し、
甚大な被害が報道で取り上げられています。
　近年、台風情報をはじめあらゆる防災情報がインターネット
で入手しやすくなり１人１人の防災レベルの向上につながって
います。しかし、いざという時重要になってくるのが実戦に備
えた避難訓練です。
　避難訓練を予定されている自治会がおられましたら、天川村
役場総務課（☎６３－０３２１）までお知らせくださいますよ
うお願いいたします。

　6月20日（木）、役場村長室において自衛隊募
集相談員の委嘱式が行われました。募集相談員に
は、防衛問題及び自衛隊に関心をもっている方、
地域の事情に精通して信望がある方、特に熱意の
ある募集協力が期待できる方が選定されていま
す。村では、沖金の堀井義信氏が再任され、自衛
隊奈良地方協力本部長・村長より委嘱状が手渡さ
れ、これから2年間（平成31年4月1日～令和3年
3月31日）自衛隊の募集活動にご尽力していただ
くことになりました。

自衛官募集相談員に堀井義信氏を再任

防災 てんかわ
第79回
◆ 出水期に備え避難訓練をしましょう！ ◆
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【申込み・問合せ先】〒638‒0431　奈良県吉野郡天川村洞川784‒32　洞川エコミュージアムセンター
　　　　　　　　　☎64‒0999　℻64‒0888
※　参加費の一部は天川村の自然を守る「山癒の里基金」に寄附させていただきます。

洞川エコミュージアムセンター洞川エコミュージアムセンター洞川エコミュージアムセンター

８月17日（土）13：00〜15：00
ミニプラネタリウムに入って夏の星座について詳しくなろう！また、はくちょうざの立体星座模
型や星座早見盤も自分で作ってみよう！
【講　　師】てんもんぶ　槌谷　則夫　さん
【集合場所】洞川エコミュージアムセンター【定　員】30名【時　間】13：00～15：00
【持ち物】筆記用具【参加費】1,000円　入浴券付　※小学二年生以下付き添い必須　※付き添いの方の参加費は無料

プラネタリウムで星の勉強会

　登記、道路、郵便、年金、保険など、国や県・役場の仕事につい
て、わからないこと、困っていることがありましたら、行政相談委員
が開催する行政相談所でお気軽にお尋ねください。相談は無料で、秘
密は厳守します。

＜行政相談委員が開催する行政相談所＞
  日　時：８月20日（火）　午後１時30分～午後４時
  場　所：塩野地区集会所
  相談のお相手：行政相談委員  中村　猛

　　困ったら  一人で悩まず  行政相談
　　　　　行政相談所を開催します
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知っていますか？国民年金付加年金制度

こ く み ん ね ん き ん

　国民年金には、第１号被保険者に限り、保険料を多く納めてもいいから年金を多くもらいたいとい
う人のために、付加年金の制度があります。
　国民年金保険料に付加保険料（月額４００円）を上乗せして負担した人は、老齢基礎年金の受給権
を得たときに、老齢基礎年金に加算して付加年金が支給されます。
　付加年金は、スライド調整の対象外であり定額支給です。なお、老齢基礎年金の受給を本人の希望
により６５歳前に繰上げ、または６６歳以降に繰下げた場合は、付加年金も老齢基礎年金の請求月に
応じて、同率で減額または増額されます。

（１）納めることができる人
　　　　国民年金第１号被保険者（納付免除・納付猶予・学生納付特例の適用者を除く）
　　　　任意加入被保険者（６５歳以上の人を除く）
（２）納める付加保険料の額
　　　　４００円
（３）お申し込み先
　　　　 印鑑、身分証明書（免許証・年金手帳など）をお持ちのうえ、大和高田年金事務所または役

場住民課の窓口にてお申し込みください。
（４）支給される付加年金額
　　　　 付加年金の年金額＝２００円×付加保険料納付月数
　　　　 例えば、２０歳から６０歳までの４０年間、付加保険料を納めていた場合の年金額は下記の

とおりで、※付加保険料を納めた分は、２年間で元が取れます。

（例）　受け取る年金→ 付加年金額  ２００円×４８０月（４０年）=    ９６，０００円／年

　　　　支払う保険料→ 付加保険料  ４００円×４８０月（４０年）＝１９２，０００円
　　　　※付加年金額（２年分）１９２，０００円 ＝ 納めた付加保険料１９２，０００円

（５）付加保険料を納める際の注意点
　　　　①　国民年金基金に加入中の人は、付加保険料を納められません。
　　　　②　 付加保険料の納付は、お申し込み月からの加入となります。納付期限は翌月末日（休

日・祝日の場合は、翌営業日）です。納付期限を過ぎますと納付ができなくなりますの
で、ご希望の場合は、お早めの手続きをおすすめします。

■住民課　国民年金係　☎６３－０３２１（内線１６５）

(参考)毎月の定額保険料（平成３１年度：１６，４１０円）を４０年間納めた場合
⇒老齢基礎年金額　７８０,１００円／年（※平成３１年４月時点の金額）
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①　洞川温泉センター
　　　７月20日（土）～ ８月20日（火）まで
　　　開館時間11：00 ～ 最終受付20：30（21：00閉館）
　　　※８月14日（水）は通常定休日ですが、臨時営業します。

②　天の川温泉センター
　　　８月10日（土）～８月17日（土）まで
　　　開館時間11：00 ～ 最終受付20：30（21：00閉館）
　　　※ ８月13日（火）は通常定休日ですが、臨時営業します。

③　薬湯センター みずはの湯
　　　８月10日（土）～８月17日（土）まで
　　　開館時間11：00 ～ 最終受付20：30（21：00閉館）
　　　※ ８月15日（木）は通常定休日ですが、臨時営業します。

④　エコミュージアムセンター
　　　営業時間の変更はありません。
　　　※８月14日（水）は通常定休日ですが、臨時営業します。

⑤　村立資料館（ギャラリーほのぼの）
　　　営業時間の変更はありません。
　　　※８月13日（火）は通常定休日ですが、臨時営業します。

⑥　山上ヶ岳歴史博物館
　　　営業時間の変更はありません。
　　　※日曜日・祝日に営業します。

村営施設の夏休みの営業について（７月号より更新）
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　たくさんの皆様から多大なご寄附を賜り、心から御礼申し上げます。
　平成30年度中に皆様からいただきました、寄付金の内訳及び基金の取り崩し結果をご報告させて
いただきます。
　平成18年よりスタートした山癒の里寄附金制度については、先人達が守り続けてきてくれた郷土
の歴史や伝統、そして豊かな自然環境を今後も守り続け癒されそして生きる事の喜びを得る村づく
りを、自然や天川を愛する人々の参加により、この寄附を通じて新たな住民参加型の地方自治の実
現を目指したものであります。
　平成30年度は25件、1,689,200円で、運用益と併せると当初からの累計寄附金合計は、
24,705,177円となっています。

≪平成30年度の事業別・寄附者地域別の集計について≫

注）１回の寄付で複数の使途を指定する方或いは、同一名義人からの複数の寄附がある為、各使途の実際の件数及び件数の合計と人数は一致しません。

※平成30年度基金取り崩し額・・・・・・・300,000円(弥山周辺植生調査)
  〔参考〕過去における寄附金処分額　　　3,950,000円　

今後も皆様の温かいご支援をお待ちしております。
お問い合わせ・申し込みは、地域政策課までお願いします。

　

①自然）豊かな
森を守る事業

②（文化）景観
の保全事業

③ （ 人 ） 住 民
むらづくり事業

指定なし 合　　計

金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 人数

天　川　村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝﾀｰ
自然観察会

9,200 5 0 0 0 0 0 0 9,200 5 0

奈　良　県
（除く天川村）

40,000 1 260,000 4 330,000 2 120,000 2 750,000 9 7

大　阪　府 35,000 2 75,000 4 0 0 0 0 110,000 6 5

京　都　府 0 0 10,000 1 150,000 1 0 0 160,000 2 2

兵　庫　県 0 0 10,000 1 300,000 1 0 0 310,000 2 2

千　葉　県 0 0 0 0 0 0 100,000 1 100,000 1 1

神 奈 川 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

静　岡　県 0 0 100,000 1 0 0 0 0 100,000 1 1

愛　知　県 0 0 0 0 50,000 1 0 0 50,000 1 1

東　京　都 0 0 0 0 0 0 100,000 1 100,000 1 1

合　　　計 84,200 8 455,000 11 830,000 5 320,000 4 1,689,200 28 20

運　用　益 ― ― ― ― ― ― ― ― 33,728 ― ―

天川村山癒（やまゆ）の里寄附金について

平成22年度
350,000円

平成24年度
300,000円

平成25年度
2,100,000円

平成26年度
300,000円

平成27年度
300,000円

平成28年度
300,000円

平成29年度
300,000円

◎ 平成30年度末の基金現在高 ２０，４５５，１７７円
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　いじめ・体罰・不登校・児童虐待などの子どもの人権に関わる問題の解決を図るため、人権擁護
委員及び法務局職員が下記のとおり無料・秘密厳守で相談に応じます。

記

１　日　　　　時　　令和元年８月２９日（木）から９月４日（水）まで
　　　　　　　　　　午前８時３０分から午後７時まで
　　　　　　　　　　ただし、土日は午前１０時から午後５時まで

２　全国一斉「子どもの人権１１０番」電話番号
　　　　　　　　　　０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）
　　　　　　　　　　※携帯電話・ＰＨＳ使用可、一部のＩＰ電話使用不可

３　対　　　　象　　県内在住の児童・生徒及びその保護者

４　相 　 談 　 員　　人権擁護委員及び法務局職員

５　お問い合わせ　　奈良地方法務局人権擁護課（0742－23－5457）

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間実施について

　県民の皆様に親しまれております奈良県民手帳の２０２０年版（令和２年）の予約受付をいたしま
す。表紙は県章の色である	す

・ ・ ・
ほう色及び黒色の２種類から選んでいただけます。

　希望される方はお早めに御予約下さい。

価　格

　一冊　５００円（10月に発売を予定しています）

お申し込み方法

　購入を希望される方は氏名・申込冊数・表紙の色を、
　８月26日（月）までに天川村役場地域政策課まで
　お申し込み下さい。
　※締め切り厳守でお願いします

お問合わせ

　天川村役場　地域政策課　統計係
　☎６３－０３２１（内線１５２）

2020年版　奈良県民手帳　１冊  500円
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健康福祉課だより

スムーズな入退院のための「入院時あんしんセット」

［残薬に対する取組み］

　診療所では５月頃から、「お薬の飲み忘れ」や「自分で調節した」等の理由で残薬が
生じた場合に、診療所へ残っている薬を全て持って来ていただくような取り組み
を開始しています。持って来ていただくと、以下のようなメリットがあります。
●減薬相談・残薬調整
　お薬が多い、残薬がたくさんある場合は、少しでも少なくするための調整が可能です。
●剤形提案
　飲みにくいお薬がある場合は、ご本人に適した剤形を提案することができます。
●管理方法の提案
　「一包化」「投薬カレンダーの利用」「お薬ケースの利用」等、管理方法の提案ができます。

月号８
　天川村では、要支援・要介護の認定を受けておられる方が病院へ入院されると、地域のケア
マネージャーがその方の情報を入院先の病院へ提供するといった「南和地域における退院調整
ルールづくり」に取り組んでいます。これは、病院が入院前の生活の様子を把握することで、
退院後も入院前と同じような環境、状況で生活が送れるように支援する仕組みです。しかし、
現在、病院と在宅において必要とする情報が異なっており、それが退院後の持続した生活を困
難にしている要因の一つとされています。
　また、退院調整ルールの中には、患者さん自身が日頃から準備できるものもあります。今回
は、みなさまにそれを知っていただき、万が一の入院に備えていただきたいと思います。

準備したら　 しましょう

① 医療保険証 ② 介護保険証・
介護保険負担割合証

⑥ 限度額認定証
（入院時に使用）

③ ケアマネジャーの名刺
④ かかりつけ医療機関の診察券
　　　　　　　　⑤ おくすり手帳

　令和元年
（2019年）
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開催日：８月５日（月）　　会　場：ほほえみポート天川
内　容：個別相談（臨床心理士の先生お１人との相談となります。）

胃内視鏡検診（胃カメラ） 乳がん検診 子宮がん検診
対象

（天川村民に限る） ５０歳以上の方 ４０歳以上の女性 ２０歳以上の女性

受 診 間 隔 ２年に１度 ２年に１度 毎　　年

受 診 会 場 南奈良総合医療センター 南奈良総合医療センター
鎌田医院 県内検診実施医療機関

自 己 負 担 ２，５００円 １，５００円 ２，０００円

保 健 事 業 の お 知 ら せ

　５月から６月にかけて実施した各種健（検）診の結果は、いかがでしたか？
　必ず結果通知をご確認いただき、適切な対応をしていただきますようお願い
します。
　特に、要精密検査と判定された方は必ず医療機関で受診するようにして下
さい。
　又、この機会に普段の生活習慣について振り返ってみてください。
　結果についてわからないこと等がありましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

　個別に医療機関に受診して頂く「個別検診」の受付が６月から開始します。今までに検診を受けた
ことのない方、症状があり心配のある方、特にこれまでの検診で「経過観察」や「要精密検査」など
の判定を受けた方は、積極的に受診して下さい。
　受診を希望される方は、専用の受診票をお渡ししますので令和２年２月２８日までにほほえみポー
ト天川内健康福祉課までお申し込みください。

○ 乳がん検診・子宮がん検診につきましては、下記の生年月日に当てはまる方は令和元年度の個人負
担が無料となります。この機会に是非受診ください。

　臨床心理士による心の健康相談会を開催します。一人で抱えている悩みのある方、気持ちがすっき
りとせず不安のある方など、どなたでもお申込みいただけます。相談は無料で、個別相談となってお
りますので、予約制です。また、定員に達し次第受付を終了いたします。相談を希望される方は、下
記までお申込みください。
　相談の内容などの秘密は、固く守られます。この機会をぜひご利用ください。

健康診査の結果について

健康診査の結果について

心の健康相談会のご案内

乳がん検診
40歳　昭和53年４月２日～昭和54年４月１日
45歳　昭和48年４月２日～昭和49年４月１日
50歳　昭和43年４月２日～昭和44年４月１日
55歳　昭和38年４月２日～昭和39年４月１日
60歳　昭和33年４月２日～昭和34年４月１日

子宮がん検診
20歳　平成10年４月２日～平成11年４月１日
25歳　平成５年４月２日～平成６年４月１日
30歳　昭和63年４月２日～昭和64年４月１日
35歳　昭和58年４月２日～昭和59年４月１日
40歳　昭和53年４月２日～昭和54年４月１日
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閉　　　　館　　　　日（山の日）

閉　　　　館　　　　日（振替休日）

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集　８月の予定表

日 曜日

国　保　診　療　所

午　前
（受付 午前8：30

〜11：00）

午　後
（受付 午後1：30

〜3：30）
（水曜日のみ午後2：00〜3：30）

ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

 1 木 診　　察 検 査 日  不　燃

 2 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 3 土

 4 日 

 5 月 診　　察 診　　察 心の健康相談 燃　焼

 6 火 診　　察 検 査 日  資源１

 7 水 診察(松村医師) 診察(西尾医師) 

 8 木 診　　察 検 査 日  資源２

 9 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 10 土

 11 日 

 12 月 

 13 火 診　　察 検 査 日  燃　焼

 14 水 休　　診 診察(西尾医師)  資源１

 15 木 診　　察 検 査 日  不　燃

＊医師不在時は投薬はできません。薬の切れる方は早めに受診して下さい。

粗　大
（予約）
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閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集　８月の予定表

日 曜日 午　前
（受付 午前8：30

〜11：00）

午　後
（受付 午後1：30

〜3：30）
（水曜日のみ午後2：00〜3：30）

ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

 16 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 17 土 

 18 日 

 19 月 診　　察 診　　察  燃　焼

 20 火 診　　察 検 査 日  資源１

 21 水 診察(松村医師) 診察(西尾医師) 

 22 木 診　　察 検 査 日  資源２ 

 23 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 24 土 

 25 日 

 26 月 診　　察 診　　察  燃　焼

 27 火 診　　察 検 査 日  資源１

 28 水 診察(松村医師) 診察(西尾医師) 

 29 木 診　　察 検 査 日  不　燃

 30 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 31 土 

見える所に貼り、ご活用下さい。

粗　大
（予約）

粗　大
（予約）

国　保　診　療　所
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　食中毒は、一年中いつでも起こりますが、気温と湿度が高くなる季節は、細菌による食中毒が非常
に多くなります。この時季は、屋外だけでなく屋内や移動中の車内も温度が高くなります。食中毒防
止のため、冷蔵庫やクーラーボックスを活用し、食品の保管に気をつけていきましょう。

  食中毒を予防するためには、上記の３つの原則を守ることが大切です。

　①食中毒菌を「付けない」
　　＊調理前・食事前・トイレ後や、生肉・生魚・生卵など触れた後などは
　　　石けんを使って手をよく洗いましょう。
　　＊生肉・生魚などを切ったまな板などは、きれいに洗うようにしましょう。

　②食中毒菌を「増やさない」
　　＊購入した生鮮食品やお惣菜などはできるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。
　　＊冷蔵庫内でも細菌はゆっくり増えるため、食材はできるだけ早く調理しましょう。
　　＊調理後の食品は、長時間、室内に放置せず、すみやかに食べきりましょう。

　③食中毒菌を「やっつける」
　　＊食中毒は十分な加熱をすることでやっつけることができます。
　　　特に生肉や生魚は十分に加熱をおこないましょう。（75℃以上で１分以上の加熱）
　　　また、残った食品を食べる際も、十分に加熱してください。
　　＊ふきんやまな板、包丁などの調理器具も、洗剤でしっかり洗いましょう。
　　　特に肉や魚、卵などを使った後の調理器具は、洗剤で洗った後、熱湯を
　　　かけて殺菌するようにしましょう。

※食中毒かなと思ったら・・・
　　　おう吐や下痢の症状は、原因物質を体の外に出そうとする生理反応です。
　　医師の診断を受けずに市販の下痢止めなどをむやみに服用してしまうと、
　　体内に菌が残ってしまいます。
　　　早めに病院に連絡・相談し、医師の診断を受けましょう。

食中毒にご注意を！

検診や教室等の内容や申込み方法、その他、疑問な点やご不明な点につきましては、
ほほえみポート天川　保健師までお問合せ下さい。

連絡先　☎63−9110

◇食中毒予防の３つの原則
細菌を 「付けない」 「増やさない」 「やっつける」
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平成30年度天川村の給与・定員管理等について

⑴ 人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口
（H30年1月1日）

歳出額
Ａ 実質収支 人件費

Ｂ
人件費率
Ｂ／Ａ

（参考）
28年度の人件費率

29年度 人
1,442

千円
2,265,069

千円
197,312

千円
471,726

％
20.83

％
14.95

⑵ 職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分 職員数
Ａ

給　　　　　与　　　　　費 （参考）一人当たり
給与費　 Ｂ/Ａ

（参考）類似団体平均一人
当たり給与費　 Ｂ/Ａ給　　料 職員手当 期末･勤勉手当 計　Ｂ

29年度 人
54

千円
188,168

千円
31,243

千円
71,768

千円
291,179

千円
5,392

千円
5,470

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。　　２　職員数は、平成29年４月１日現在の人数である。
　　　３　	給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいない。

⑶ラスパイレス指数の状況

（H28.4.1）
88.6

（H29.4.1）
89.0

（H30.4.1）
90.3

（H27.4.1）
87.8

（H27.4.1）
93.7

（H28.4.1）
94.2

（H29.4.1）
94.4

（H30.4.1）
94.4

（H27.4.1）
95.8

（H28.4.1）
96.3

（H29.4.1）
96.4

（H30.4.1）
96.4

100

95

90

85

80

（H28.4.1）
88.6

（H29.4.1）
89.0

天川村 類似団体平均 全国町村平均

（H30.4.1）
90.3

（H27.4.1）
87.8

（H27.4.1）
93.7

（H28.4.1）
94.2

（H29.4.1）
94.4

（H30.4.1）
94.4

（H27.4.1）
95.8

（H28.4.1）
96.3

（H29.4.1）
96.4

（H30.4.1）
96.4

（注）
１	　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月
額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、
学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表
（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
２	　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体
のラスパイレス指数を単純平均したものである。

⑴ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成30年４月１日現在）
①一般行政職

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース）
天　川　村 39.3　歳 267,800　円 309,300　円 　　―　　円
奈　良　県 42.8　歳 322,388　円 415,234　円 370,861　円
国 43.5　歳 329,845　円 410,940　円 　　―　　円

類 似 団 体 41.2　歳 292,303　円 336,451　円 318,919　円

１　総　括

⑷ 給与制度の総合的見直しの実施状況について

2　職員の平均給与月額、初任給等の状況

①給料表の見直し〔実施〕
（給料表の改定実施時期）平成27年４月１日
（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を
踏まえ、平均２％引下げ。若年層については、初任給の引
上げと同程度の引上げを実施。激変緩和のため、３年間
（平成30年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。
　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を
踏まえて見直しを実施。

②その他の見直し内容
管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実
施。（平成27年４月１日実施）

（注）１　「平均給料月額」とは、平成30年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　　　２　	「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当

の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。また、「平均給与月額（国
比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

区　　　分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース）
天　川　村 51.5　歳 8　人 222,300　円 251,300　円 　　―　　円
奈　良　県 52.8　歳 71　人 302,417　円 357,954　円 340,661　円
国 50.7　歳 2,553　人 286,817　円 328,637　円 　　―　　円

類 似 団 体 49.0　歳 3　人 259,687　円 286,127　円 273,594　円

②技能労務職
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⑵ 職員の初任給の状況（平成30年４月１日現在）
区　　　　分 天　川　村 奈　良　県 国

一般行政職
大　学　卒 179,200円 185,800円 179,200円
高　校　卒 147,100円 151,500円 147,100円

技能労務職（一）
高　校　卒 141,900円 142,450円 －
中　学　卒 134,200円 128,900円 －

教　育　職
大　学　卒 200,600円 207,500円 －
短　大　卒 176,400円 － －

⑶ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成30年４月１日現在）
区　　　　分 経験年数10年〜15年未満 経験年数15年〜20年未満 経験年数20年〜25年未満 経験年数25年〜30年未満

一般行政職
大学卒 該当者なし 298,500円 該当者なし 347,800円
高校卒 225,600円 該当者なし 297,400円 319,500円

技術労務職
高校卒 191,700円 該当者なし 該当者なし 該当者なし
中学卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし 157,600円

⑴ 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成30年４月１日現在）
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の給料月額 最高号給の給料月額
１級 主事補、技師補、主事、技師の職務 17人 39.5％ 142,600円 247,100円

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事補、
技師補、主事、技師の職務 ４人 9.3％ 192,700円 303,800円

３級 室長、課長補佐、調整員及び主査の職務 13人 30.2％ 228,900円 349,600円
４級 課長、主幹、室長、困難な業務を行う課長補佐の職務 ６人 14.0％ 262,000円 380,600円
５級 参事及び困難な業務を行う課長の職務 ３人 7.0％ 288,000円 392,600円
（注）１　天川村市区町村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

⑴ 期末手当・勤勉手当
天　　川　　村 奈　　良　　県 国

１人当たり平均支給額（29年度）
1,377　千円

１人当たり平均支給額（29年度）
1,622　千円 ―

（平成29年度支給割合）
期末手当　　　　勤勉手当
2.6　月分　　　1.80　月分

（1.45）月分　　（0.85）月分　　

（平成29年度支給割合）
期末手当　　　　勤勉手当
2.6　月分　　　1.80　月分

（1.45）月分　　（0.85）月分　　

（平成29年度支給割合）
期末手当　　　　勤勉手当
2.6　月分　　　1.80　月分

（1.45）月分　　（0.85）月分　　
（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置
役職加算　5〜10%

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
役 職 加 算　 5〜20%
管理職加算　10〜20％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
役 職 加 算　 5〜20%
管理職加算　10〜25％

3　一般行政職の級別職員数等の状況

4　職員の手当の状況

（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

５級　7.5％

４級　17.5％

３級　42.5％

２級　5.0％

１級　27.5％

５級　  7.0％
４級　14.0％

３級　30.2％

２級　  9.3％

１級　39.5％

５級　  9.5％
４級　11.9％

３級　31.0％

２級　  4.8％

１級　42.9％

100％

80％

60％

40％

20％

0％
平成 30 年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

５級　7.5％

４級　17.5％

３級　42.5％

２級　5.0％

１級　27.5％

５級　  7.0％
４級　14.0％

３級　30.2％

２級　  9.3％

１級　39.5％

５級　  9.5％
４級　11.9％

３級　31.0％

２級　  4.8％

１級　42.9％
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⑵ 退職手当（平成30年４月１日現在）
天　　川　　村 国

　（支給率）　　　自己都合　　　　勧奨・定年
　勤続20年	 19.6695月分	 24.586875月分
　勤続25年	 28.0395月分	 33.27075月分
　勤続35年	 39.7575月分	 47.709月分
　最高限度額	 47.709月分	 47.709月分

（支給率）　　　　自己都合　　　　応募認定・定年
勤続20年	 19.6695月分	 24.586875月分
勤続25年	 28.0395月分	 33.27075月分
勤続35年	 39.7575月分	 47.709月分
最高限度額	 47.709月分	 47.709月分
その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置（２%〜45％）

⑶ 特殊勤務手当（平成30年４月１日現在）
支給実績（29年度決算） －　千円
支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） －　　円
職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度） －　　％
手当の種類（手当数） ３種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績
（27年度決算） 左記職員に対する支給単価

伝染病防疫手当 従事職員
伝染病患者等の救護又
は、伝染病菌附着の危険
のある物件の処理業務

０　千円 １日又は１回について1,500円
を超えない範囲

行旅死亡人処理手当 従事職員 行旅死亡人の処理業務 ０　千円 １日又は１回について5,000円
を超えない範囲

医療技術の研究に
従事する職員の
特 殊 勤 務 手 当

医　師 医療技術の研究 －　千円 勤務１月につき給料月額の100
分の100以内に相当する額

⑸ その他の手当（平成30年４月１日現在）

手 当 名 内容及び支給単価 国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（平成29年度決算）

支給職員１人当たり
　平均支給年額

（平成29年度決算）

扶養手当

・扶養親族たる配偶者及び父母………6,500円
・扶養親族たる子 ……………………10,000円
※満16歳から22歳の子１人につき5,000円の
　加算

同 ―
4,680千円 246,316円

住居手当
・借家…月額12,000円を超える家賃を支払う
　職員に対し、負担している家賃の額に応じ、
　上限額27,000円まで支給

同 ―
2,246千円 224,600円

通勤手当

・交通機関利用者
　１か月あたりの最高支給限度額　55,000円
・交通用具（自動車など）使用者
　片道の使用距離に応じて　2,000円
　（２㎞以上５㎞未満）から
　最高31,600円（60㎞以上）支給

同 ―

7,721千円 197,974円

管理職手当
・参事…………………………………43,000円
・課長級………………………………39,000円
・課長補佐級、幼稚園園長…………29,000円

ー ―
7,392千円 528,000円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成29年度に退職した職員に支給された平均額である。	

支給実績（平成29年度決算） 6,355	千円
職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 193	千円
支給実績（平成28年度決算） 6,968	千円
職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 225	千円

（注）　	職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（29年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数
（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

⑷ 時間外勤務手当
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区　　　　　分 給　　料　　月　　額　　等

給料 村 　 　 　 　 長
教 　 育 　 長

６５０，０００　円
５００，０００　円

（参考）類似団体における最高／最低額
	７７０，０００円／	３８４，０００　円

報酬
議 　 　 　 　 長
副 　 議 　 長
議 　 　 　 　 員

２４５，０００　円
１９５，０００　円
１８５，０００　円

３４４，０００　円／	１４０，０００　円
２７９，０００　円／	１１５，０００　円
２６１，０００　円／	１００，０００　円

期末
手当

村 　 　 　 　 長
教 育 長

（29年度支給割合）３．２７５	月分
　　　　　　　　　 　２．６０	月分

議 　 　 　 　 長
副 　 議 　 長
議 　 　 　 　 員

（29年度支給割合）３．２７５	月分
　　　　　　　　　 ３．２７５	月分
　　　　　　　　　 ３．２７５	月分

退職
手当

村 　 　 　 　 長
教 育 長

　　（算定方式）　　　　　　　　　　　　　　　（支給時期）
６５０，０００円×５２０/１００×勤続年数　　　　退職時
５００，０００円×２４０/１００×勤続年数　　　　退職時

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　［					］内は、条例定数の合計である。

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。
　　　２　	退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合

における退職手当の見込額である。

⑴ 部門別職員数の状況と主な増減理由

5　特別職の報酬等の状況（平成30年４月１日現在）

6　職員数の状況
（各年４月１日現在）

区　分
部　門

職　　員　　数 対前年
増減数 主な増減理由平成29年 平成30年

一
般
行
政
部
門

議　　会
総　　務
税　　務
民　　生
衛　　生
農林水産
商　　工
土　　木

1
18
2
4
6
6
2
2

1
17
2
4
6
7
2
2

0
▲1
0
0
0
1
0
0

職員の異動

職員の異動

計 41 41 0
＜参考＞
　人口１万人当たり職員数　284.33人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　211.92人）

教育部門 13 13 0
消防部門 ０ ０ ０

小　　　計 54 54 0
＜参考＞
　人口１万人当たり職員数　374.48人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　249.58人）

病　　　院
下　水　道
そ　の　他

4
1
2

4
1
2

0
0
0

職員の採用

小　　　計 6 6 0
合　　　　　計 61

［　91　］
61

［　91　］
0

［　0　］
＜参考＞
　人口１万人当たり職員数　423.024人

⑵ 年齢別職員構成の状況（平成30年４月１日現在）

⑶ 職員数の推移

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
　　　２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

区分 20歳
未満

20歳
～
23歳

24歳
～
27歳

28歳
～
31歳

32歳
～
35歳

36歳
～
39歳

40歳
～
43歳

44歳
～
47歳

48歳
～
51歳

52歳
～
55歳

56歳
～
59歳

60歳

以上
計

職員数 1人 5人 8人 8人 4人 1人 5人 4人 5人 8人 12人 0人 61人

年度
部門別 25年 26年 27年 28年 29年 30年 過去５年間の増減数
一 般 行 政 51 41 41 40 41 41 ▲10（▲19.6％）
教 育 13 13 13 13 13 13 0（　 0％）
普 通 会 計 計 64 54 54 53 54 54 ▲10（▲15.6％）
公営企業等会計計 9 8 6 6 7 7 ▲ 2（▲22.2％）
総　合　計 73 62 60 59 61 61 ▲12（▲16.6％）

（単位：人・％）

25

20

15

10

5

0 20

（例） 構成比 ５年前の構成比％

歳
未
満

60
歳
以
上

〜
20
　
23

〜
24
　
27

〜
28
　
31

〜
32
　
35

〜
36
　
39

〜
40
　
43

〜
44
　
47

〜
48
　
51

〜
52
　
55

〜
56
　
59

会
計
部
門

公
営
企
業
等

普
通
会
計
部
門
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　第10回目は、川合地区にある二つの文化財について説明します。
　この像は、室町時代（延元４年の銘あり）の作で、花崗岩の一石から地蔵菩薩像を
刻んだものです。
　通称、「おりわ地蔵」と呼ばれており、「おりわ」という農婦が畑から掘り出した
由緒に基づくといわれています。
　この像は、鎌倉末期の素朴で大ざっぱな表現が特徴で、室町時代の銘がある石仏と
して貴重なものです。銘は本体と光背に陰刻され、像の左右に、「大檀主西阿弥陀仏
　大工国正」、「延元四年　六月二十四日」とあります。

　次に薬師如来坐像について説明します。
　この像は、江戸時代の作で川合の薬師堂（転法輪寺）に祀られています。今の自動
車道路ができる前は、山の中原を通る道が本街道で、峠となっておりこの薬師堂があ
る事から「薬師峠」と呼ばれていました。
　薬師如来の下に貼り付けた板には「願主　住古大門　杉浦玄清　嘉永六年（1853
年）十月四日　天徳山　法輪寺　薬師如来」と書かれています。

　（村史及び文化財指定台帳より一部抜粋）

７月１日付で、下記の11件が村指定文化財として認定されました。

※各文化財の説明は『天川村の文化財』のコーナーで順次行っていきます。

種　類 書跡・絵画

名称及び員数

墨 書 六 字 名 号 １点 蓮 如 上 人 御 影 １幅
墨書六字名号（実如上人） １点 聖 徳 太 子 御 影 １幅
墨書六字名号　実如上人 １点 七 高 僧 御 影 １幅
阿弥陀如来絵像（室町） １点 親 鸞 聖 人 絵 伝 ４幅
阿弥陀如来絵像（江戸） １点 親 鸞 聖 人 伝 絵 １幅
親 鸞 聖 人 御 影 １幅

所在地 天川村大字沢原141番地　光遍寺

天川村の文化財天川村の文化財天川村の文化財 第10回

～新しい村指定文化財・おりわ地蔵と薬師如来坐像～

おりわ地蔵

薬師如来坐像

室 町 時 代
（1336～1573）

薬師如来坐像は
江戸時代の作であると記されている。

おりわ地蔵は
延元４年（1339）の作と記されている。

安土・桃山時代
（1573～1603）

江 戸 時 代
（1603～1868）
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天川村教育委員会

　第２回は、義務教育９年間の教育を一貫して行う「義務教育学校」が、どのようなことをめざすの
か、これまでの小・中学校とどう変わるのかについてお知らせします。

施設一体型の義務教育学校で 
　これまでの小･中学校がそれぞれで取り組んできたことを『９年間のつながりを考え、組織
的に、系統的に』に見直し、次のような児童生徒の育成をめざします。
１　「ふるさと天川」を知り、学び、考え、提案・発信できる児童生徒を９年間かけて育成
２　�ICT等も有効に活用しながら、９年間のつながりを重視した学習に取り組み、学力や学

習意欲の向上をめざす
３　�９年間のつながりを意識した生徒指導を行い、１５歳の巣立ちにふさわしい社会性や主

体的に判断・行動できる力の育成をめざす

９年間をつなぐ

これまでの小学校と中学校では  天川村の義務教育学校では

義務教育学校開校に係る
保護者説明会開催

　６月26日(水)19時より山村開発センター
大ホールで開催しました。
　教育委員会より、令和２年４月開校の義務
教育学校及び小中一貫教育についての説明を
行いました。
　その後の質疑応答では、新学習指導要領の
内容への対応、教職員への支援、児童生徒の
転入・転出への対応等についての質問があ
り、丁寧に答えさせていただきました。

～ 小中一貫教育を本村の教育充実・発展の大きな柱に ～

９年間の連続した学びの中で、
１５歳の巣立ちにふさわしい

学力や社会性の育成

・教科担任制
・授業の内容、速さ
・定期テスト
・生徒指導
・部活・・・・・

段差を緩やかに

『ふるさと天川村』で、義務教育９年間の教育の充実をめざして NO.2
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お
気
軽
に
ご
利
用
下
さ
い
。
な
お
、
健
康
相

談
は
無
料
相
談
の
み
で
、
診
療
・
検
査
等
は
行

な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

開
催
日
時

目
の
健
康
相
談
（
眼
科
医
会
）

　
８
月
６
日
（
火
）

　

午
後
２
時
～
午
後
３
時

整
形
外
科
に
関
す
る
健
康
相
談

（
整
形
外
科
部
会
）

　
８
月
20
日
（
火
）

　

午
後
２
時
～
午
後
３
時

※
受
付
締
切
８
月
16
日
（
金
）

精
神
科
に
関
す
る
健
康
相
談

（
精
神
神
経
科
部
会
）

　
８
月
23
日
（
金
）

　

午
後
３
時
～
午
後
４
時

内
科
疾
患
に
関
す
る
健
康
相
談

（
内
科
部
会
）

　
８
月
28
日
（
水
）

　

午
後
２
時
～
午
後
３
時

開
催
場
所

　

奈
良
県
医
師
会
館
・
１
階

　

県
民
健
康
サ
ー
ビ
ス
室

　

（
近
鉄
大
和
八
木
駅
か
ら
北
へ
徒
歩
７
分
）

お
問
合
せ
先

　

〒
６
３
４
︱
８
５
０
２

　

橿
原
市
内
膳
町
５
︱
５
︱
８

　

奈
良
県
医
師
会
各
主
催
部
会

　

☎
０
７
４
４
︱
22
︱
８
５
０
２

　

奈
良
県
医
師
会
耳
鼻
咽
喉
科
部
会
で
は
、
県

民
の
耳
鼻
咽
喉
科
疾
患
の
予
防
の
啓
発
と
健
診

の
高
揚
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
毎
年
鼻
に
関
す

る
「
講
演
会
」
と
「
無
料
相
談
」
を
開
催
し
て

お
り
ま
す
。

　

今
年
度
は
下
記
の
と
お
り
実
施
い
た
し
ま

す
。

開
催
日
時

　
８
月
８
日
（
木
）

　

午
後
２
時
～
午
後
４
時

開
催
場
所

　

�

奈
良
県
商
工
会
議
所
（
奈
良
市
登
大
路
町
36

︱
２
）

講
演

　

�

「
鼻
に
関
す
る
最
近
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
～
舌
下

免
疫
～
人
工
嗅
覚
な
ど
～
」

　

�

奈
良
県
立
医
科
大
学　

耳
鼻
咽
喉
・
頭
頸
部

外
科
学
教
室　

教
授　

北
原　

糺

無
料
相
談

　

�

鼻
を
含
め
耳
鼻
咽
喉
科
全
般
に
関
す
る
相
談

に
応
じ
ま
す
（
予
約
不
要
）

お
問
合
せ
先

　

奈
良
県
医
師
会
耳
鼻
咽
喉
科
部
会
事
務
局

　

☎
０
７
４
４
︱
22
︱
８
５
０
２

「
年
次
有
給
休
暇
と
は
」

　

年
次
有
給
休
暇
（
以
下
「
年
休
」
と
い
う
）

は
労
働
基
準
法
で
定
め
ら
れ
た
労
働
者
に
与
え

ら
れ
た
権
利
で
す
。
労
働
基
準
法
第
39
条
に
お

い
て
、
労
働
者
は
、

•

６
ヶ
月
間
継
続
し
て
雇
わ
れ
て
い
る
こ
と

•
�

全
労
働
日
の
８
割
以
上
を
出
勤
し
て
い
る
こ

と

　

の
条
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
10
日
間
の
年

休
が
付
与
さ
れ
、
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
取
得

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
（
勤
続
年
数
、
週
所
定

労
働
日
数
に
応
じ
て
年
休
の
付
与
日
数
は
異
な

り
ま
す
）

　

県
内
４
つ
の
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
下
水
道
施
設

の
見
学
会
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
当
日
は
、
お

子
様
向
け
イ
ベ
ン
ト
も
行
い
ま
す
。
内
容
は
各

浄
化
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
と
も

に
参
加
は
無
料
で
す
。
受
付
は
当
日
現
地
に
て

行
い
ま
す
。
な
お
、
団
体
で
の
ご
参
加
の
場
合

は
前
日
ま
で
に
ご
連
絡
お
願
い
し
ま
す
。

開
催
日
時

　
９
月
７
日
（
土
）
～
９
月
８
日
（
日
）

　

�

午
前
10
時
～
午
後
４
時
（
受
付
は
午
後
３
時

ま
で
）

　

第
二
浄
化
セ
ン
タ
ー
は
８
日
（
日
）
の
み

　

�

宇
田
川
浄
化
セ
ン
タ
ー
、
吉
野
川
浄
化
セ
ン

タ
ー
は
７
日
（
土
）
の
み
開
催

開
催
場
所
・
お
問
合
せ
先

•

浄
化
セ
ン
タ
ー

　

大
和
郡
山
市
額
田
部
南
町
１
６
０

　

☎
０
７
４
３
︱
56
︱
２
８
３
０

•

第
二
浄
化
セ
ン
タ
ー

　

北
葛
城
郡
広
陵
町
萱
野
４
６
０

　

☎
０
７
４
５
︱
56
︱
３
４
０
０

•

宇
田
川
浄
化
セ
ン
タ
ー

　

宇
陀
市
榛
原
福
地
28
︱
１

　

☎
０
７
４
５
︱
82
︱
５
７
２
５

•

吉
野
川
浄
化
セ
ン
タ
ー

　

五
條
市
二
見
５
丁
目
１
３
１
４

　

☎
０
７
４
７
︱
22
︱
８
６
３
１

　

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
で
は
、
令
和
２
年
４

月
１
日
採
用
予
定
の
消
防
職
員
を
募
集
し
ま

す
。

募
集
区
分

　

短
大
・
高
校
区
分

募
集
案
内
詳
細
に
つ
い
て

　

�

令
和
元
年
７
月
下
旬
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
掲

載
予
定

（http://www.naraksk119.jp

）

お
問
合
せ
先

　

橿
原
市
慈
明
寺
町
１
４
９
番
地
の
３

　

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
消
防
本
部

　

人
事
企
画
課　

人
事
係

　

☎
０
７
４
４
︱
20
︱
１
１
１
９

予
約
不
要

予
約
必
要

予
約
必
要

予
約
必
要

　�

奈
良
県
医
師
会
の
学
術
部
会
が

行
な
う
健
康
相
談
の
お
知
ら
せ

　�

鼻
に
関
す
る
「
講
演
会
」
「
無

料
相
談
会
」
の
ご
相
談

　�

下
水
道
施
設
見
学
会

　
～
下
水
道
っ
て
な
あ
に
～

　�

令
和
元
年
年
度
奈
良
県
広
域
消
防
組
合

消
防
職
員
採
用
募
集
案
内
【
後
期
】

　�

仕
事
休
も
っ
化
計
画
　
始
動
！

　�

暑
い
夏
、メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
た
働
き

方
で
人
生
を
充
実
さ
せ
ま
せ
ん
か
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「
奈
良
県
保
育
士
人
材
バ
ン
ク
（
奈
良
県
委

託
事
業
）
」
の
ご
登
録
者
に
、
県
内
の
効
率
・

市
立
保
育
園
、
認
定
子
供
園
等
、
保
育
・
子
育

て
に
関
わ
る
お
仕
事
を
ご
紹
介
で
き
ま
す
。

　

「
保
育
士
と
し
て
の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
、
資

格
は
あ
る
が
未
経
験
、
子
育
て
中
で
子
供
と
の

時
間
を
大
切
に
し
た
い
、
無
資
格
か
ら
の
チ
ャ

レ
ン
ジ
」
な
ど
、
あ
な
た
の
希
望
に
あ
っ
た

様
々
な
働
き
方
を
選
べ
ま
す
。

　

現
場
経
験
や
就
職
斡
旋
経
験
を
豊
富
に
持
つ

就
職
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
就
職
相
談
か

ら
採
用
ま
で
を
丁
寧
に
サ
ポ
ー
ト
致
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
サ
イ
ト
か
ら
ご
登
録
下
さ
い
（
す

べ
て
無
料
）

お
問
合
せ
先

　

奈
良
県
保
育
士
人
材
バ
ン
ク

　

☎
０
７
４
４
︱
29
︱
０
１
６
０

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
４
４
︱
29
︱
６
１
１
４

① 

自
衛
官
候
補
生
（
陸
上
・
海
上
・
航
空
自
衛

隊
）

対
象

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

　

（
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
）

受
付
期
間

　

男
子
・
女
子　

年
間
を
通
し
随
時

試
験
日

　

令
和
元
年
８
月
25
日（
日
）（
男
子
・
女
子
）

　

令
和
元
年
９
月
21
日（
土
）（
男
子
・
女
子
）

　

令
和
元
年
９
月
22
日（
日
）（
男
子
）

　

�

令
和
元
年
９
月
23
日（
月
・
祝
）（
男
子
・
女

子
）

試
験
会
場

　

航
空
自
衛
隊
奈
良
基
地

　

（
奈
良
県
奈
良
市
法
華
寺
町
）

試
験
内
容

　

�

筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
、
身
体

検
査

② 

一
般
曹
候
補
生
（
陸
上
・
海
上
・
航
空
自
衛

隊
）

対
象

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

　

（
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
）

受
付
期
間

　

�

令
和
元
年
７
月
１
日（
月
）～
９
月
６
日

（
金
）

試
験
日

一
次
試
験

　

令
和
元
年
９
月
21
日
（
土
）

試
験
会
場

　

航
空
自
衛
隊
奈
良
基
地

　

（
奈
良
県
奈
良
市
法
華
寺
町
）

試
験
内
容

　

筆
記
試
験
、
適
性
検
査
（
一
次
試
験
）

※�

二
次
試
験
で
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査
が
あ

り
ま
す

※�

二
次
試
験
の
詳
細
は
、
一
次
試
験
合
格
発
表

後
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

③
航
空
学
生
（
海
上
・
航
空
自
衛
隊
）

対
象

海
上

　

18
歳
以
上
23
歳
未
満
の
男
女

　

（
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
）

航
空

　

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
男
女

　

（
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
）

受
付
期
間

　

�

令
和
元
年
７
月
１
日
（
月
）
～
９
月
６
日

（
金
）

試
験
日

一
次
試
験

　

令
和
元
年
９
月
16
日
（
月
・
祝
）

試
験
会
場

　

航
空
自
衛
隊
奈
良
基
地

　

（
奈
良
県
奈
良
市
法
華
寺
町
）

試
験
内
容

　

筆
記
試
験
、
適
性
検
査

※�

二
次
試
験
か
ら
は
航
空
身
体
検
査
、
口
述
試

験
等
が
あ
り
ま
す

※�

二
次
試
験
以
降
の
詳
細
は
、
一
次
試
験
合
格

発
表
後
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

�

詳
細
は
、
左
記
の
事
務
所
ま
で
お
問
合
せ
下

さ
い
。

お
問
合
せ
先

　

自
衛
隊
奈
良
地
方
協
力
本
部

　

五
條
地
域
事
務
所

　

奈
良
県
五
條
市
今
井
５
丁
目
１
︱
12

　

サ
ン
タ
ウ
ン
二
階

　

�

☎
０
７
４
７
︱
22
︱
３
７
８
９
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼

用
）

　

平
成
28
年
12
月
22
日
に
発
生
し
た
糸
魚
川
市

飲
食
店
火
災
の
出
火
原
因
が
大
型
こ
ん
ろ
の
消

し
忘
れ
で
あ
り
、
こ
の
火
災
を
受
け
て
消
防
法

令
が
改
正
さ
れ
、
厨
房
設
備
、
こ
ん
ろ
、
調
理

用
器
具
な
ど
の
火
を
使
用
す
る
設
備
や
器
具
を

設
け
た
飲
食
店
な
ど
に
原
則
と
し
て
延
べ
面
積

に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
消

火
器
具
の
設
置
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※�

防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
、
調
理
用
油
過

熱
防
止
装
置
や
自
動
火
災
報
知
器
等
が
講
じ

ら
れ
た
火
を
使
用
す
る
設
備
や
器
具
の
み
を

用
い
る
飲
食
店
等
に
つ
い
て
は
、
消
火
器
具

の
設
置
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

○
設
置
場
所

　

�

必
要
時
す
ぐ
に
持
ち
出
せ
る
場
所
で
床
面
か

ら
１
．５
ｍ
以
下
の
位
置

○
設
置
感
覚

　

�

階
ご
と
に
建
物
の
各
部
分
か
ら
消
火
器
具
ま

で
の
歩
行
距
離
が
20
ｍ
以
下
と
な
る
よ
う
に

設
置

○
消
火
器
具
の
標
識

　

標
識
の
見
や
す
い
位
置
に
設
置
が
必
要

　

�

（
消
火
器
の
場
合
は
消
火
器
と
表
示
し
た
標

識
）

　

火
災
・
救
急
は
１
１
９

　

つ
い
て
い
ま
す
か
？
住
宅
用
火
災
警
報
器

　

奈
良
県
広
域
消
防
組
合

　

下
市
消
防
署���

天
川
分
署

　

http://www.naraksk.119.jp/

　�

私
ら
し
く
保
育
・
子
育
て
の
仕
事
を
し

た
い
方
を
応
援
し
ま
す
。
「
奈
良
県
保

育
士
人
材
バ
ン
ク
」
へ
ご
登
録
を
！

　�

令
和
元
年
度
自
衛
官
採
用
試
験

の
お
知
ら
せ

　�

小
規
模
な
飲
食
店
等
に
消
火
器

具
の
設
置
が
必
要
に
！
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① ② ③ ④

　

林
体
共
は
昭
和
57
年
に
発
足
し
た
林
業
界
で

働
く
方
の
た
め
の
退
職
金
制
度
で
す
。

　

以
前
林
業
の
仕
事
に
従
事
さ
れ
た
こ
と
が
あ

り
、
そ
の
当
時
、
林
体
共
制
度
に
加
入
し
て
い

た
方
で
、
退
職
金
請
求
手
続
き
を
し
た
お
心
当

た
り
の
な
い
方
は
、
退
職
金
を
ま
だ
受
け
取
っ

て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
最
寄
り
の
支

部
、
ま
た
は
本
部
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ
先

　

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

　

林
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

　

〒
１
７
０
︱
８
０
５
５

　

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
１
︱
24
︱
１

　

ニ
ッ
セ
イ
池
袋
ビ
ル

　

☎
０
３
︱
６
７
３
１
︱
２
８
８
９

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
３
︱
６
７
３
１
︱
２
８
９
０

　

�

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
御
案
内
し
て

お
り
ま
す
。

　

http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp

　

日
本
遺
族
会
は
「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友

好
親
善
事
業
」
の
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

同
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
補
助
を
受
け

実
施
し
て
お
り
、
先
の
大
戦
で
父
等
を
亡
く
し

た
戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し
て
、
父
等
の
戦

没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、
慰
霊
追
悼
を
行
う
と

と
も
に
、
同
地
域
の
住
民
と
友
好
親
善
を
は
か

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

費
用
は
、
参
加
費
と
し
て
10
万
円
。
平
成
30

年
度
参
加
者
を
除
き
、
複
数
回
の
応
募
を
す
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

ま
た
、付
添
者
可
能（
条
件
あ
り
）で
、参
加
者

の
高
齢
化
を
考
慮
し
、
看
護
師
が
同
行
し
ま
す
。

　

日
程
等
詳
細
は
日
本
遺
族
会
事
務
局
ま
で

　

☎
０
３
︱
３
２
６
１
︱
５
５
２
１

　

お
申
し
込
み
は
、
お
住
ま
い
の
各
都
道
府
県

遺
族
会
へ

訪
問
先

　

�

〈
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア　

ソ
ロ
モ
ン
諸
島　

東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア　

ト
ラ
ッ
ク
・
パ
ラ
オ

諸
島　

ボ
ル
ネ
オ
・
マ
レ
ー
半
島　

フ
ィ
リ

ピ
ン
（
第
１
次
）　

マ
リ
ア
ナ
諸
島　

ミ
ャ

ン
マ
ー　

台
湾
・
バ
シ
ー
海
峡　

ビ
ス
マ
ー

ク
諸
島　

マ
ー
シ
ャ
ル
・
ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
（
第
２
次
）　

中
国

特 

定
地
域　
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア　

東
部
ニ
ュ

ー
ギ
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地域福祉ボランティア基金
金、１００,０００円

広瀬　泉　谷　　好  様
（亡母　二三子様ご供養として）

ありがとうございました

地域福祉ボランティア基金
金、１００,０００円

洞川　福　本　　彰  様
（亡母　かつ子様ご供養として）

ありがとうございました

地域福祉ボランティア基金
金、１００,０００円

北葛城郡　中　西　弘　志  様
（亡父秀彦様　亡母澄代様ご供養として）

ありがとうございました
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みんなが元気いっぱい過ごすことができますように！
みんなの願いが届きますように・・・

　本年度もデイサービス利用者さんとの七夕交流を実施しました。願い事を書いた短冊や飾りをつけたり、

一年に一度の伝統行事である七夕のお話や劇を見聞きしたり、歌をうたったり、

飾りつけをしたりと、楽しい時間を過ごすことができました。

保育所・幼稚園だより

交流会で飾りつけした笹は、ほほえみポート玄関に飾りました

たなばたのおはなし（ブラックシアター）

それぞれの願い事を書いた短冊を飾りました。
おじいちゃん、おばあちゃんと輪投げゲームもしました。



村のうごき

６月のごみ収集状況
燃焼 不燃
資源 粗大

令和元年８月１日発行　通巻510号

2019年６月30日現在（　）内は前月との比較

■発行／天川村役場　〒638-0392  奈良県吉野郡天川村大字沢谷60番地
■企画・編集／総務課 広報係（内線123）TEL：0747-63-0321  FAX：0747-63-0329　
■URL：http://www.vill.tenkawa.nara.jp/  ■E-mail：tenkawa@vill.tenkawa.lg.jp

The river of heaven

■広報「てんかわ」は再生紙を使用しています。

古紙配合率100％再生紙 大豆油インキを使用しています

人口　1,384人（－１） 男　658人（－２） 女　726人（＋１） 世帯数　663戸（＋２）

27.65トン	　前月比： 75.24％　	前年同月比： 87.42％ 2.42トン	　前月比： 57.71％　	前年同月比：110.19％

3.43トン	　前月比： 53.26％　	前年同月比： 77.95％ 2.44トン	　前月比： 72.19％　	前年同月比：119.02％

　皆様長らくお待たせいたしました。
　待望の洞川夏いちごが７月より販売となりました。皆様お買い求め頂けましたでしょうか。
　村内では、川合地区『天川村ふれあい直売所	小路の駅「てん」』、洞川地区『シェアオフィス西友』と
『ごろごろ茶屋』の３店舗で絶賛販売中！！
　甘くて美味しくて、夏に採れる希少価値の高い夏いちごは、約200グラムのいちごが入って650円
（消費税込）です。
　まだ、お買い求め頂けていない方は、この酸味と甘みのバランスのとれた美味しい夏いちごを是非
ご購入ください。

◆天川村ふれあい直売所
　小路の駅「てん」
○営業時間　10時～17時
○定 休 日　水・木
　　　　　　（※祝日の場合は、営業）
○住　　所　天川村川合120
　　　　　　☎６３－０５８８

～販売店のご案内～

※市外局番（０７４７）

◆シェアオフィス西友
○営業時間　９時～17時
○定 休 日　水・木
　　　　　　（※祝日の場合は、営業）
○住　　所　天川村洞川234－２
　　　　　　☎６８－９０５１

◆ごろごろ茶屋
○営業時間　９時～18時
○休 業 日　年末年始
○住　　所　天川村洞川
　　　　　　☎６４－０１８８

～イチゴのたより～Vol.3


